
  

様式第２号の１－①【⑴実務経験のある教員等による授業科目の配置】 
 
※大学・短期大学・高等専門学校は、この様式を用いること。専門学校は、様式第２号の１

－②を用いること。 
 

学校名 東京工業大学 
設置者名 国立大学法人東京工業大学 

 

 

１．「実務経験のある教員等による授業科目」の数 

学部名 

（学院名） 

学科名 

（系名） 

夜間･

通信

制の

場合 

実務経験のある 

教員等による 

授業科目の単位数 

省令

で定

める

基準

単位

数 

配

置

困

難 
全学

共通

科目 

学部

等 

共通

科目 

専門

科目 
合計 

理学院 

数学系 

物理学系 

化学系 

地球惑星科学系 

夜・

通信 

51 

- 2 53 13  

工学院 

機械系 

システム制御系 

電気電子系 

情報通信系 

経営工学系 

夜・

通信 
- 44 95 13  

物質理工学院 
材料系 

応用化学系 

夜・

通信 
- 5 56 13  

情報理工学院 
数理・計算科学系 

情報工学系 

夜・

通信 
- 2 53 13  

生命理工学院 生命理工学系 
夜・

通信 
- 4 55 13  

環境・社会理工学

院 

建築学系 

土木・環境工学系 

融合理工学系 

夜・

通信 
- 10 61 13  

（備考）理学部、工学部、生命理工学部については平成 28 年 4 月で学生募集停止し

ている。 

 

２．「実務経験のある教員等による授業科目」の一覧表の公表方法 
・該当科目は，シラバスに「実務経験と講義内容との関連」を掲載 

・本学ホームページに一覧を掲載（教育・国際連携本部 教育情報の公開） 

https://www.eduplan.titech.ac.jp/disclose/ 

 

３．要件を満たすことが困難である学部等 

学部等名：該当なし 

（困難である理由） 

  



  

様式第２号の２－①【⑵-①学外者である理事の複数配置】 
 
※ 国立大学法人・独立行政法人国立高等専門学校機構・公立大学法人・学校法人・準学校

法人は、この様式を用いること。これら以外の設置者は、様式第２号の２－②を用いる

こと。 
 

学校名 東京工業大学 
設置者名 国立大学法人東京工業大学 

 

 

１．理事（役員）名簿の公表方法 
本学ホームページ（役員一覧） 

https://www.titech.ac.jp/about/overview/board/ 

 

 

２．学外者である理事の一覧表 

常勤・非常勤の別 前職又は現職 任期 
担当する職務内容 

や期待する役割 

常勤 
文部科学省 大臣官房文

部科学戦略官 

2019.4.1～ 

2022.3.31 
財務担当 

非常勤 
太田・石井法律事務所弁

護士 

2020.4.1～ 

2022.3.31 
法務労政担当 

（備考） 

 

  



  

様式第２号の３【⑶厳格かつ適正な成績管理の実施及び公表】 

 

学校名 東京工業大学 

設置者名 国立大学法人東京工業大学 

 

 

○厳格かつ適正な成績管理の実施及び公表の概要 

１．授業科目について、授業の方法及び内容、到達目標、成績評価の方法

や基準その他の事項を記載した授業計画書(シラバス)を作成し、公表し

ていること。 
（授業計画書の作成・公表に係る取組の概要） 

 

・カリキュラムは主に全学共通科目及び各学院（各系）の専門科目により構成される。 

例年、前年度 11 月頃に教務課から各学院及び全学科目担当部局あてに、翌年度カリ

キュラム作成依頼を行い、各学院代議員会の議を経て、１月頃までにカリキュラムを

決定する。 

 

・本学では、学士課程・大学院課程を問わず全ての科目について、日本語版・英語版

両方のシラバスを作成し、公開する方針を決定している。翌年度カリキュラム決定後、

教務課から授業科目担当教員宛に、日本語版及び英語版の授業計画（シラバス）の作

成を依頼する。授業担当教員は教務 web システムにシラバスを入力する。入力された

シラバスは、作成者以外のチェック担当教員によるチェックを経て、前年度 3月下旬

までに「Tokyo Tech Open Course Ware(OCW)」に公開される。 

 

・主なシラバス掲載項目は次のとおり。 

講義概要とねらい、到達目標、実務経験のある教員等による授業科⽬等、キーワー

ド、学生が身に付ける力、授業の進め方、授業計画・課題、教科書、成績評価の基準

及び方法、関連科目、履修条件など 

 

・年度途中の新規授業科目については、都度シラバスを追加作成し、OCW にて公開す

る。 

授業計画書の公表方法 
下記サイト「Tokyo Tech Open Course Ware(OCW)」に掲載。 

http://www.ocw.titech.ac.jp/ 

２．学修意欲の把握、試験やレポート、卒業論文などの適切な方法により、

学修成果を厳格かつ適正に評価して単位を与え、又は、履修を認定して

いること。 



  

（授業科目の学修成果の評価に係る取組の概要） 

 
・授業科目に関する評価は、授業の目的、形態又は内容に応じ、期末試験等の評価に

より、総合的に行われ、合否が決められる。評価は 100 点満点で行われ、60 点以上

の成績を合格とし、その授業科目の単位が与えられる。一度合格した授業科目につい

ては、その単位を取り消すことや、その成績を更新することはできない。なお、一部

の授業科目は点数ではなく、合格及び不合格による評価を行う。 

 

・学修の成果に係る評価は、各授業科目のシラバス（下記参考）に掲載されている「成

績評価の基準及び方法」により、厳格かつ適正に行われている。 

 

参考：「Tokyo Tech Open Course Ware(OCW)」 http://www.ocw.titech.ac.jp/ 

３．成績評価において、ＧＰＡ等の客観的な指標を設定し、公表するとと

もに、成績の分布状況の把握をはじめ、適切に実施していること。 
（客観的な指標の設定・公表及び成績評価の適切な実施に係る取組の概要） 

・客観的な成績評価の指標として、グレード・ポイント・アベレージ（GPA）を設定し

ている。学生は、教務 web の個人ログインページから、自身の GPA を確認することが

できる。 

GPA：各科目の成績を加重平均した数値。成績証明書及び学業成績書に記載するとと

もに、履修申告上限単位数の上限を緩和する場合の基準、修学指導対象学生に

かかる基準として用いる。 
(GP の算出方法) 

対象授業科目 GP： GP=(学修の評価－55)／10 （学修の評価が 59 点以下の場合は「0」） 

●クォーターGPA＝(当該クォーターに履修申告した対象授業科目の GP×単位数)の総和／ 

(当該クォーターに履修申告した対象授業科目の単位数)の総和 

●学期 GPA＝(当該学期に履修申告した対象授業科目の GP×単位数)の総和／ 

(当該学期に履修申告した対象授業科目の単位数)の総和 

●年度 GPA＝(当該年度に履修申告した対象授業科目の GP×単位数)の総和／ 

(当該年度に履修申告した対象授業科目の単位数)の総和 

●通算 GPA＝(在学期間に履修申告した対象授業科目の GP×単位数)の総和／ 

(在学期間に履修申告した対象授業科目の単位数)の総和 

    （※いずれも，小数点以下第二位未満の端数があるときは，小数点以下第三位の値を四捨 

五入） 

「○東京工業大学における GPA 制度に関する要項」 

http://www.somuka.titech.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/x385RG00001085.html 

客観的な指標の 

算出方法の公表方法 

本学ホームページ（上述 URL）及び学修案内（学士課程）に掲載 

○学修案内（学士課程） 

https://www.titech.ac.jp/guide/guide_2021/gakubu1/ 
  



  

４．卒業の認定に関する方針を定め、公表するとともに、適切に実施して

いること。 
（卒業の認定方針の策定・公表・適切な実施に係る取組の概要） 

所定の期間在学し、以下に掲げる力を身に付け、所定の単位を修得した学生に学位

を授与する。（主に卒業判定を行う組織単位である「系」が確認し、単位を与える仕組

みとなっている。それぞれの段階で次に進むための達成度評価を行い、必要な単位・

要件を満たしているか確認を行っている。） 

○専門力 基盤的な専門力 

・研究及び技術開発の基盤となる専門力  

○教養力 幅広い教養と自ら学び考えることができる力 

・物事を俯瞰的に把握できる幅広い知識と語学力 

・倫理観と未知の世界に挑戦する意志をもって行動し、自ら学び考えることができ

る力 

○コミュニケーション力 論理的に表現でき、尊重しあうことができる力 

・自分の意見を周囲に対して論理的に表現でき、そして、互いに又はチームで理解及

び尊重しあうことができる力  

○展開力（探究力又は設定力） 整理及び分析できる力 

・多角的な視点で事象を整理でき、また、論理的な思考で分析できる力  

○展開力（実践力又は解決力） 基本的な問題を解決できる力： 

・豊かな発想力や創造力を用い、知識や技能を活用して基本的な問題を解決できる力 

卒業の認定に関する 

方針の公表方法 

学修案内（学士課程）に掲載 

○学修案内（学士課程） 

https://www.titech.ac.jp/guide/guide_2021/gakubu1/ 

 

  





  

（３）学校教育法施行規則第 172 条の２第 1項に掲げる情報の概要 

 

①教育研究上の目的、卒業の認定に関する方針、教育課程の編成及び実施に関す

る方針、入学者の受入れに関する方針の概要 
学部等名 （理学院、工学院、物質理工学院、情報理工学院、生命理工学院、環境・社

会理工学院） 

教育研究上の目的（公表方法：https://www.titech.ac.jp/0/about/policies/education/） 

（概要） 

科学技術を基盤として自ら学び考えることができる人材 

学士課程では、基盤的な専門力、並びに、幅広い教養、そして、論理的に表現できる力を

身に付け、倫理観と未知の世界に挑戦する意志をもって、自ら学び考えて物事に取り組む

ことができる人材を養成する。 

 ◆理学院 真理を探究し知を創造する 

 ◆工学院 新たな産業と文明を拓く学問 

 ◆物質理工学院 理学系と工学系、２つの分野を包括 

 ◆情報理工学院 情報化社会の未来を創造する 

 ◆生命理工学院 複雑で多様な生命現象を解明 

 ◆環境・社会理工学院 地域から国土に至る環境を構築 

卒業の認定に関する方針 

（公表方法：https://www.titech.ac.jp/guide/guide_2021/gakubu1/） 

（概要） 

所定の期間在学し、以下に掲げる力を身に付け、所定の単位を修得した学生に学位を授

与する。（主に卒業判定を行う組織単位である「系」が確認し、単位を与える仕組みとな

っている。それぞれの段階で次に進むための達成度評価を行い、必要な単位・要件を満た

しているか確認を行っている。） 

○専門力 基盤的な専門力 

・研究及び技術開発の基盤となる専門力  

○教養力 幅広い教養と自ら学び考えることができる力 

・物事を俯瞰的に把握できる幅広い知識と語学力 

・倫理観と未知の世界に挑戦する意志をもって行動し、自ら学び考えることができる力 

○コミュニケーション力 論理的に表現でき、尊重しあうことができる力 

・自分の意見を周囲に対して論理的に表現でき、そして、互いに又はチームで理解及び

尊重しあうことができる力  

○展開力（探究力又は設定力） 整理及び分析できる力 

・多角的な視点で事象を整理でき、また、論理的な思考で分析できる力  

○展開力（実践力又は解決力） 基本的な問題を解決できる力： 

・豊かな発想力や創造力を用い、知識や技能を活用して基本的な問題を解決できる力 

教育課程の編成及び実施に関する方針 

（公表方法：https://www.titech.ac.jp/guide/guide_2021/gakubu1/） 

（概要） 

教育の実施方針 

世界最高水準の研究の中に学生を招き入れ、学生が自ら学び考える教育を実施する。 

○教育内容の考え方 

確かな専門力、豊かな教養力、柔軟なコミュニケーション力、多様な展開力を身に付

けるために、以下の教育内容を提供している。 

・専門教育  

科学技術に関する幅広い基礎知識や技能、専門分野での研究や諸活動を進める上で基

盤となる知識や技能、専門周辺分野や他専門分野の基礎知識や技能、そして、それら

を活用できる力を身に付けるカリキュラムを提供する。  

 



  

 ・研究教育 

世界最高水準の研究に触れながら、問題設定から解決に至るプロセスの基礎ととも

に、研究に限らずそれを活用できる力を身に付けるカリキュラムを提供する。 

・教養及びキャリア教育  

主体性を養い、学修への強い動機付けを行うとともに、専門分野以外の例えば科学技

術倫理、異文化や異分野及び語学に関する幅広い知識や技能、そしてそれらを活用で

きる力を身に付けるカリキュラムを提供する。  

○教育方法等の考え方 

・自ら学び考える教育方法を実施する 

演習、グループワークや発表や討論を用いた学修、課題解決型学修又は創造性やアン

トレプレナーシップを育む学修など、時には他者と切磋琢磨しながら、自身の知識や

技能を活用し、目標に向かって自ら学び考える教育方法を実施する。  

・専門教育に教養教育を有機的に関連付け、段階的に学修できる教育体系を構成する 

専門教育に教養教育を有機的に関連付けて科学技術に関する学問の社会的意義につ

いての理解を深め知識と能力をスパイラルアップさせるくさび型教育を、出口を見据

えながら、自身の達成度に応じて学士課程から大学院課程まで段階的に学修できる。  

・学生の目的に応じた多様な教育プログラムを提供する 

留学やインターンシップに代表される学外活動を促進する教育、世界各国の学生とと

もに学修できる教育、学生の興味及び関心に基づいて幅広く学修できる教育などの多

様な教育プログラムを提供する。  

○学修評価の考え方 

厳格な学修評価を実施する 

授業科目に対して成績評価の基準及び方法を明示し、それに基づいて、学修成果

を評価する。 

入学者の受入れに関する方針 

（公表方法：https://admissions.titech.ac.jp/0/admission/admission/policy） 

（概要） 

○求める人材像  

科学技術への知的好奇心や探究心と社会に貢献したいという志を有し、その基本的概

念や基礎知識とそれを活用できる力を身に付けた人材を求める。  

○求める力  

専門力：理数系分野に関する基本的概念や基礎知識 

教養力：社会に関する基礎的知識と語学力 

コミュニケーション力：自らの考えを具体的に表現できる力 

展開力：論理的に思考して自らの知識を活用できる力 

○選抜方針  

幅広く多様な人材を確保するため、複数の試験及び日程の入試を実施する。  

○選抜方法  

学力検査、面接、書類審査などによる試験のいずれかを又は組み合わせて行い、本学

で学修するに足る学力又は適性があるかを測る。 

 ◆理学院 

  幅広い教育と自由な発想に基づいた研究を通じて、社会や文化の発展に広く貢献する

ことを目指す。 

 ◆工学院 

  人の生活を豊かで快適なものとするための工学的知識・技術を習得し、さらにそれら

を進化させるための研究活動の基本を身につける。 

 ◆物質理工学院 

  材料科学および応用化学に関する確かな基礎学力と明快な論理的思考力を持ち、環境

調和型社会の発展に貢献できる人材を養成する。 

 

 













（別紙）

※ この別紙は、更新確認申請書を提出する場合に提出すること。

※

１．前年度の授業料等減免対象者及び給付奨学生の数

※

※ 備考欄は、特記事項がある場合に記載すること。

学校コード F113110102746

（備考）

内
訳

47人

31人

家計急変による
支援対象者（年間）

-

203人

第Ⅱ区分

第Ⅲ区分

合計（年間）

（２）適格認定における学業成績の判定の結果、学業成績が廃止の区分に該当したこ
とにより認定の取消しを受けた者の数

年間 0人

以下に掲げる人数を記載すべき全ての欄について、該当する人数が1人以上10人以下の場合に
は、当該欄に「－」を記載すること。該当する人数が0人の場合には、「0人」と記載するこ
と。

本表において、第Ⅰ区分、第Ⅱ区分、第Ⅲ区分とは、それぞれ大学等における修学の支
援に関する法律施行令（令和元年政令第４９号）第２条第１項第１号、第２号、第３号
に掲げる区分をいう。

２．前年度に授業料等減免対象者としての認定の取消しを受けた者及び給付奨学生認
定の取消しを受けた者の数

（１）偽りその他不正の手段により授業料等減免又は学資支給金の支給を受けたこと
により認定の取消しを受けた者の数

年間

198人

後半期

176人

106人

45人

25人

学校名

設置者名

東京工業大学

国立大学法人東京工業大学

前半期

支援対象者（家計急変
による者を除く）

180人

102人第Ⅰ区分



※備考欄は、特記事項がある場合に記載すること。

年間 前半期 後半期

※備考欄は、特記事項がある場合に記載すること。

（備考）

（備考）

短期大学（修業年限が２年のものに限り、認定専
攻科を含む。）、高等専門学校（認定専攻科を含
む。）及び専門学校（修業年限が２年以下のもの

に限る。）

右以外の大学等

後半期前半期年間

修業年限で卒業又は修
了できないことが確定

修得単位数が標準単位
数の５割以下

（単位制によらない専門学校
にあっては、履修科目の単位
時間数が標準時間数の５割以

下）

出席率が５割以下その
他学修意欲が著しく低

い状況

-

0人

「警告」の区分に連続
して該当

（３）退学又は停学（期間の定めのないもの又は３月以上の期間のものに限る。）の
処分を受けたことにより認定の取消しを受けた者の数

計

0人

3人

0人

退学 0人

３月以上の停学 0人

年間計 0人

上記の（２）のうち、学業成績が著しく不良であると認められる者であって、当該学業成
績が著しく不良であることについて災害、傷病その他やむを得ない事由があると認められ
ず、遡って認定の効力を失った者の数

右以外の大学等
短期大学（修業年限が２年のものに限り、認定専攻科を含

む。）、高等専門学校（認定専攻科を含む。）及び専門学校（修
業年限が２年以下のものに限る。）

0人



※備考欄は、特記事項がある場合に記載すること。

４．適格認定における学業成績の判定の結果、警告を受けた者の数

※備考欄は、特記事項がある場合に記載すること。

（備考）

（備考）

訓告 0人

年間計 0人

３．前年度に授業料等減免対象者としての認定の効力の停止を受けた者及び給付奨学
生認定の効力の停止を受けた者の数

停学（３月未満の期間のものに限る。）又は訓告の処分を受けたことにより認定の
効力の停止を受けた者の数

３月未満の停学 0人

修得単位数が標準単位
数の６割以下

（単位制によらない専門学校
にあっては、履修科目の単位
時間数が標準時間数の６割以

下）

0人

ＧＰＡ等が下位４分の
１

35人

右以外の大学等

短期大学（修業年限が２年のものに限り、認定専
攻科を含む。）、高等専門学校（認定専攻科を含
む。）及び専門学校（修業年限が２年以下のもの

に限る。）

年間 前半期 後半期

計 35人

出席率が８割以下その
他学修意欲が低い状況

0人


